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	川崎市あんしんセンター
	終活法律相談
	費用 無料
	終活等の実務を行っている弁護士が 終活を考えている方の遺言作成等の 法律相談をお受けいたします。 市内在住の方でご自身の終活に関する 法律相談を希望する方が対象です。
	●相談日：原則毎月第4水曜日
	※時間はいずれも14時・15時・16時の3枠（1回45分まで）

	4/22（水）、5/27（水）、6/24（水）、7/22（水）
	●ご利用にあたって（予約方法・注意事項）
	内容によっては他の相談機関をご案内する等、 相談をお受けできない場合があります。
	ご利用は原則1回のみです。
	相談日は変更になる場合があります。

	●会場
	社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会　川崎市あんしんセンター　終活支援課
	TEL：044-712-3372 FAX：044-739-8738




